
 

 

川崎市特定計量器所在場所定期検査費用納付規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

 

  令和 ８ 年 ３ 月３１日 

 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市規則第２８号 



   川崎市特定計量器所在場所定期検査費用納付規則の一部を改正する規則 

川崎市特定計量器所在場所定期検査費用納付規則（平成６年川崎市規則第１

９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「昭和２２年川崎市条例第２１号）第１１条の規定に基づき

市長が定める」を「令和７年川崎市条例第５７号）の規定により算定した」に

改める。 

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


